
新 し い 国 保 制 度 

１ 新しい国保制度の施行に向けた主な流れ 

 改正法の成立 

（平成２７年５月２７日） 

 

国 

○低所得者の多い保険者への財政支援  （＋１，７００億円） 

○地方向け説明会の開催                      

 

 

 

 

○新システムの設計・開発              

   〇医療費適 

正化等に 

積極的に 

取組む保 

険者への 

財政支援 

   +1,700億円 
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２ 国保改革後の都道府県と市町村の役割分担 

⑴ 運営のあり方 

○都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中

心的な役割を担う。 

○都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、

標準化、広域化を推進。 

⑵ 役割分担 

 都道府県の主な役割 市町村の主な役割 

① 財政運営 

市町村ごとの納付金の額を決定 

※納付金の額は、市町村ごとの医療費水

準と所得水準を反映 

納付金を都道府県に納付 

② 資格管理 
国保運営方針に基づき、事務の効率化、

標準化、広域化を推進 ※③、④同様 
被保険者証等の発行 

③ 保険料の決定 

賦課・徴収 
市町村ごとの標準保険料率を算定 

標準保険料率等を参考に保険料率を決定

し保険料を賦課・徴収 

④ 保険給付 
給付に必要な費用を、全額、市町村に対

して支払い 

保険給付の決定 

個々の事情に応じた窓口負担減免等 

⑤ 保健事業 市町村に対し、必要な助言・支援 
被保険者の特性に応じたきめ細かい 

保健事業 

平成３０年度 ～平成２９年度 

○厚生労働省と地方との協議 

（制度・運用の詳細について） 

   ※２７年７月に協議再開 

現場意見 

現場意見 

○各都道府県で、

都道府県と市町

村との協議の場

を設置 

○地域の実情を踏まえ、 
 ・市町村の納付金の額

の算定ルール 
 ・国保の運営方針等を
検討・決定 

○平成３０年度
の市町村の納付
金の額や、標準
保険料率を検
討・決定 

○平成３０年度
の保険料率を検
討・決定 

◇新システムの導入、現行システムの改修 
◇業務体制等の見直し 
◇条例改正             等 

新 
 

制 
 

度 
 

の 
 

施 
 

行 



３ 国保の財政運営、保険料の賦課・徴収のしくみ 

○都道府県は、 

 ・医療給付費等の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定（①） 

 ・都道府県が設定する標準的な算定方式等に基づいて 市町村ごとの標準保険料算定・公表（②） 

○市町村は、都道府県の示す標準保険料率等を参考に、それぞれの保険料算定方式や予定収納率に基づき、

それぞれの保険料率を定め、保険料を賦課・徴収し、納付金を納める。（③） 

 

 

 

Ａ市：被保険者数１０万人、Ｂ町：被保険者数１万人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            例 

①          ②         ③        〇２方式 

                                     （所得割、均等割） 

                                     〇予定収納率：９０％ 

        ※標準的な収納率８８％ 

                                     〇３方式 

                                     （所得割、均等割、平等割） 

                                     〇予定収納率：９４％ 

        ※標準的な収納率９２％ 

 

４ 改革後の国保財政のしくみ 

都道府県の国保特別会計 

 

 

 

 

・定率国庫負担 

                   納付金             交付金 

市町村の国保特別会計 

             公 費 

          

           保険料軽減等 

 

 

 

                      保険料      保険給付費 

資料２ 
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＜県の標準設定のイメージ＞② 

○標準的な算定方式は 

 ３方式（所得割、均等割、世帯割） 

○標準的な収納率は、市町村規模により 

 次にとおりとする。 

被保険者数 標準的な収納率 

１万人未満 ９４％ 

１万人～５万人未満 ９２％ 

５万人～10万人未満 ９０％ 

10万人以上 ８８％ 

 

Ａ市が 

納める納付金 

Ｂ町が 

納める納付金 

Ａ市の 

標準保険料率 

Ｂ町の 

標準保険料率

 

Ａ市の 

保険料率 

Ｂ町の 

保険料率 

○都道府県が定めた標準的な保険料算

定方式等を参考に、実際の算定方式や

保険料率を定め、保険料を賦課。徴収。 

※市町村は、都道府県が設定する標準
的な収納率よりも高い収納率をあげれ
ば、「標準保険料率」よりも安い保険料
率を設定できる。（収納インセンティブ
の確保） 

    収   入         支   出  公 費 

  収 入     支 出 

 

保険給付に必

要な費用を、

全額交付 

キャッシュフ

ローはなくな

る。 


